
改
正
の
概
要

　

改
正
告
示
全
体
の
改
正
内
容
は
多

岐
に
わ
た
る
が
、
こ
の
う
ち
証
券
化

商
品
に
関
し
て
は
、
①
リ
ス
ク
・
ウ

ェ
イ
ト
（
Ｒ
Ｗ
）
の
計
算
手
法
等
の

見
直
し
、
②
リ
ス
ク
・
リ
テ
ン
シ
ョ

ン
（
Ｒ
Ｒ
）
規
制
の
定
量
基
準
の
導

入
、
③
適
格
Ｓ
Ｔ
Ｃ
証
券
化
エ
ク
ス

ポ
ー
ジ
ャ
ー
の
Ｒ
Ｗ
の
軽
減
の
３
点

が
主
な
内
容
（
図
表
１
）
で
あ
る
。

①
Ｒ
Ｗ
の
計
算
手
法
等
の
見
直
し

　

Ｒ
Ｗ
の
計
算
手
法
等
の
見
直
し
に

つ
い
て
は
、
バ
ー
ゼ
ル
銀
行
監
督
委

員
会
（
バ
ー
ゼ
ル
委
）
よ
り
14
年
12

月
に
公
表
さ
れ
た
「
証
券
化
商
品
の

資
本
賦
課
枠
組
み
の
見
直
し
」（
バ

ー
ゼ
ル
Ⅲ
合
意
）
を
踏
ま
え
た
改
正

で
あ
る
。
バ
ー
ゼ
ル
Ⅲ
合
意
で
は
、

高
格
付
商
品
に
対
す
る
Ｒ
Ｗ
が
極
端

に
低
く
、
ま
た
格
付
低
下
に
伴
い
Ｒ

Ｗ
が
急
上
昇
す
る
と
い
っ
た
従
来
の

規
制
に
対
す
る
指
摘
を
踏
ま
え
、
Ｒ

Ｗ
水
準
全
体
の
見
直
し
を
行
っ
た
ほ

か
、
Ｒ
Ｗ
計
算
手
法
自
体
の
見
直
し

と
各
計
算
手
法
の
適
用
順
位
の
設
定

を
行
っ
た
。

②
Ｒ
Ｒ
規
制
の
定
量
基
準
の
導
入

　

Ｒ
Ｒ
規
制
（
注
２
）
に
関
し
て
は
、

09
年
の
Ｇ
20
ロ
ン
ド
ン
サ
ミ
ッ
ト
の

宣
言
や
11
年
の
金
融
安
定
理
事
会

（
Ｆ
Ｓ
Ｂ
）
に
よ
る
提
言
等
を
端
緒

と
し
、
12
年
に
証
券
監
督
者
国
際
機

構
（
Ｉ
Ｏ
Ｓ
Ｃ
Ｏ
）
よ
り
、
証
券
化

商
品
の
投
資
家
と
オ
リ
ジ
ネ
ー
タ
ー

の
イ
ン
セ
ン
テ
ィ
ブ
の
調
整
を
図
る

措
置
の
導
入
に
向
け
た
勧
告
が
公
表

さ
れ
て
い
る
。
本
邦
で
は
、
こ
れ
ら

の
勧
告
等
を
踏
ま
え
、
15
年
よ
り
、

証
券
化
商
品
を
保
有
す
る
金
融
機
関

に
対
し
、
証
券
化
商
品
の
リ
ス
ク
の

適
切
な
把
握
の
観
点
か
ら
、
オ
リ
ジ

ネ
ー
タ
ー
の
リ
ス
ク
保
有
の
有
無
の

金
融
庁
は
、
２
０
１
９
年
３
月
₁₅
日
に
﹁
自
己
資
本
比
率
規
制
︵
第
１
の
柱
・
第
３
の
柱
︶
に
関
す
る
告
示
等
の
一

部
改
正
等
と
パ
ブ
リ
ッ
ク
コ
メ
ン
ト
の
結
果
﹂
を
公
表
し
た
。
本
稿
で
は
、
こ
の
結
果
を
踏
ま
え
、
₁₉
年
３
月
₃₁
日

を
も
っ
て
施
行
さ
れ
た
改
正
告
示
︵
注
１
︶
の
改
正
内
容
を
概
観
す
る
と
と
も
に
、
本
号
特
集
に
関
連
し
て
、
金
融
機

関
が
海
外
発
行
の
Ｃ
Ｌ
Ｏ
を
保
有
す
る
場
合
に
影
響
が
あ
る
と
思
わ
れ
る
点
に
つ
い
て
も
あ
わ
せ
て
解
説
す
る
。

証
券
化
商
品
の
資
本
賦
課
枠
組
み
を

見
直
す
改
正
告
示

証
券
化
商
品
に
係
る
リ
ス
ク
・
リ
テ
ン
シ
ョ
ン
規
制
を
強
化
、

通
常
比
３
倍
の
Ｒ
Ｗ
適
用
の
ケ
ー
ス
も

金
融
庁
監
督
局
総
務
課

健
全
性
基
準
室

　
課
長
補
佐
　
白
根
　
央

　
課
長
補
佐
　
吉
良
宣
哉

　
課
長
補
佐
　
村
上
　
泰

　
課
長
補
佐
　
小
澤
良
往
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確
認
に
つ
い
て
監
督
指
針
上
の
留
意

点
と
し
て
示
し
て
き
た
。

　

も
っ
と
も
、
監
督
指
針
で
は
、
証

券
化
商
品
に
関
し
て
オ
リ
ジ
ネ
ー
タ

ー
が
継
続
保
有
す
る
こ
と
が
望
ま
れ

る
リ
ス
ク
に
つ
い
て
、
そ
の
保
有
形

態
や
保
有
水
準
は
示
し
て
い
な
い
。

そ
こ
で
規
制
と
し
て
の
実
効
性
を
高

め
る
た
め
、
今
般
、
告
示
に
お
い
て

定
量
的
な
基
準
（
エ
ク
ス
ポ
ー
ジ
ャ

ー
の
総
額
の
５
％
の
保
有
）
を
定
め
、

金
融
機
関
に
対
し
て
は
オ
リ
ジ
ネ
ー

タ
ー
の
リ
ス
ク
保
有
の
状
況
等
を
勘

案
し
た
適
切
な
資
本
水
準
の
確
保
を

求
め
る
こ
と
を
目
的
と
し
て
、
オ
リ

ジ
ネ
ー
タ
ー
に
お
い
て
も
適
切
な
原

資
産
組
成
に
対
す
る
意
識
を
高
め
る

こ
と
等
も
期
待
し
つ
つ
、
本
改
正
を

行
う
こ
と
と
し
た
。

③
適
格
Ｓ
Ｔ
Ｃ
証
券
化
エ
ク
ス
ポ
ー

ジ
ャ
ー
の
Ｒ
Ｗ
の
軽
減

　

バ
ー
ゼ
ル
委
よ
り
16
年
７
月
に
公

表
さ
れ
た
タ
ー
ム
物
Ｓ
Ｔ
Ｃ
要
件

（
Ｓ
Ｔ
Ｃ
要
件
）（
注
３
）
を
踏
ま
え
、

所
定
の
要
件
に
適
合
す
る
証
券
化
エ

ク
ス
ポ
ー
ジ
ャ
ー
に
つ
い
て
は
適
格

Ｓ
Ｔ
Ｃ
証
券
化
エ
ク
ス
ポ
ー
ジ
ャ
ー

に
該
当
す
る
と
し
て
、
Ｒ
Ｗ
を
軽
減

す
る
措
置
を
導
入
し
て
い
る
（
注
４
）。

な
お
、
本
改
正
で
は
、
バ
ー
ゼ
ル
委

よ
り
18
年
５
月
に
公
表
さ
れ
た
短
期

証
券
化
商
品
に
関
す
る
Ｓ
Ｔ
Ｃ
要
件

を
踏
ま
え
た
改
正
は
行
っ
て
お
ら
ず
、

投
資
家
の
購
入
す
る
Ａ
Ｂ
Ｃ
Ｐ
（
資

産
担
保
コ
マ
ー
シ
ャ
ル
ペ
ー
パ
ー
）

等
は
適
格
Ｓ
Ｔ
Ｃ
証
券
化
エ
ク
ス
ポ

ー
ジ
ャ
ー
の
対
象
と
は
し
て
い
な
い
。

Ｃ
Ｌ
Ｏ
を
保
有
す
る

金
融
機
関
へ
の
規
制
の
影
響

　

本
改
正
に
あ
た
っ
て
は
パ
ブ
リ
ッ

ク
コ
メ
ン
ト
等
に
お
い
て
、
海
外
発

行
の
Ｃ
Ｌ
Ｏ
（
金
融
機
関
が
事
業
会

社
等
に
対
し
て
有
す
る
ロ
ー
ン
債
権

を
裏
付
資
産
と
す
る
証
券
化
商
品
）

に
係
る
Ｒ
Ｒ
規
制
の
適
用
に
つ
い
て

も
照
会
が
寄
せ
ら
れ
た
。
こ
れ
は
、

Ｃ
Ｌ
Ｏ
の
組
成
者
が
、
Ｃ
Ｌ
Ｏ
の
原

資
産
で
あ
る
ロ
ー
ン
債
権
に
つ
い
て
、

貸
出
人
で
あ
る
金
融
機
関
か
ら
直
接

譲
渡
を
受
け
る
の
で
は
な
く
、
ロ
ー

ン
債
権
の
セ
カ
ン
ダ
リ
ー
・
マ
ー
ケ

ッ
ト
か
ら
調
達
す
る
よ
う
な
場
合
に

は
、
オ
リ
ジ
ネ
ー
タ
ー
（
注
５
）
で

あ
る
金
融
機
関
に
リ
ス
ク
保
有
を
求

め
る
こ
と
が
難
し
い
こ
と
や
、
諸
外

国
に
お
け
る
Ｒ
Ｒ
規
制
の
導
入
状
況

や
規
制
内
容
の
違
い
（
注
６
）
か
ら
、

海
外
発
行
の
Ｃ
Ｌ
Ｏ
に
つ
い
て
は
、

オ
リ
ジ
ネ
ー
タ
ー
や
Ｃ
Ｌ
Ｏ
の
組
成

者
が
Ｃ
Ｌ
Ｏ
の
リ
ス
ク

を
保
有
し
て
い
な
い
場

合
が
あ
る
こ
と
等
に
起

因
す
る
と
推
察
さ
れ
る
。

　

改
正
告
示
の
Ｒ
Ｒ
規

制
で
は
、
金
融
機
関
が

保
有
す
る
証
券
化
エ
ク

ス
ポ
ー
ジ
ャ
ー
に
つ
い

て
、
オ
リ
ジ
ネ
ー
タ
ー

が
保
有
す
る
エ
ク
ス
ポ

ー
ジ
ャ
ー
の
合
計
額
が

原
資
産
の
エ
ク
ス
ポ
ー

ジ
ャ
ー
の
総
額
の
５
％

以
上
で
あ
る
こ
と
の
確

認
を
求
め
て
い
る
。
確

認
が
で
き
な
い
場
合
、

当
該
証
券
化
エ
ク
ス
ポ

ー
ジ
ャ
ー
に
つ
い
て
は

原
則
と
し
て
通
常
の
３

倍
の
Ｒ
Ｗ
を
適
用
す
る

必
要
が
あ
る
。
こ
こ
で

は
、
特
定
の
法
域
で
組

成
さ
れ
た
証
券
化
商
品

や
、
特
定
の
形
態
の
証

券
化
商
品
を
無
条
件
に

Ｒ
Ｒ
規
制
の
適
用
除
外

と
は
し
て
お
ら
ず
、
海

外
発
行
の
Ｃ
Ｌ
Ｏ
を
含

め
広
く
規
制
対
象
と
な

る
。

〔図表１〕 証券化商品の資本賦課枠組みの見直しに係る改正の全体像

（出所） 　金融庁（図表２～３も同じ）

適格ＳＴＣ証券化エクスポージャーの
リスク・ウェイトの軽減

▶ 要件を充足する場合、ＲＷの軽減が可能

リスク・ウェイトの計算手法等の見直し

▶ リスク・ウェイトの計算手法の見直しや計算手法のヒエラルキー化を導入
▶ よりリスクセンシティブなＲＷを適用

リスク・リテンション規制の
定量基準の導入

▶  規制に抵触する場合、通常の３倍のＲＷ
が必要 告示

Ｑ&Ａ

証券化商品の資本賦課枠組みの見直し

賦課の度合い軽 重

改正対象
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も
っ
と
も
、
オ
リ
ジ
ネ
ー
タ
ー
の

リ
ス
ク
保
有
の
状
況
が
か
か
る
定
量

基
準
を
満
た
す
こ
と
を
確
認
で
き
な

い
場
合
で
あ
っ
て
も
、「
不
適
切
な

原
資
産
の
組
成
に
よ
る
も
の
で
は
な

い
こ
と
」
を
確
認
で
き
る
場
合
に
は
、

Ｒ
Ｗ
の
加
重
は
不
要
と
な
る
。
こ
れ

は
、
Ｒ
Ｒ
規
制
の
趣
旨
や
、
現
行
の

監
督
指
針
に
お
い
て
「
深
度
あ
る
分

析
」
を
求
め
て
い
る
こ
と
な
ど
を
踏

ま
え
た
措
置
で
あ
る
。

　

そ
こ
で
、
証
券
化
商
品
の
組
成
さ

れ
た
法
域
に
お
い
て
オ
リ
ジ
ネ
ー
タ

ー
等
に
信
用
リ
ス
ク
の
保
有
が
義
務

付
け
ら
れ
て
い
な
い
場
合
や
、
特
定

の
証
券
化
商
品
に
つ
い
て
信
用
リ
ス

ク
の
保
有
を
義
務
付
け
ら
れ
る
者
が

存
在
し
な
い
場
合
に
は
、
金
融
機
関

に
お
い
て
は
深
度
あ
る
分
析
に
よ
り

「
不
適
切
な
原
資
産
の
組
成
が
な
さ

れ
て
い
な
い
」
か
ど
う
か
を
判
断
す

る
必
要
が
生
じ
る
場
合
が
あ
る
（
図

表
２
）。

「
深
度
あ
る
分
析
」
の 

着
眼
点

　

「
不
適
切
な
原
資
産
の
組
成
が
な

さ
れ
て
い
な
い
」
と
判
断
で
き
る
場

合
に
つ
い
て
、
上
記
で
述
べ
た
海
外

発
行
の
Ｃ
Ｌ
Ｏ
の
事
情
を
前
提
に
検

討
す
る
と
、
例
え
ば
、
ロ
ー
ン
・
オ

リ
ジ
ネ
ー
タ
ー
が
Ｃ
Ｌ
Ｏ
の
信
用
リ

ス
ク
の
負
担
を
し
て
い
な
い
と
し
て

も
、
証
券
化
商
品
の
組
成
に
深
く
関

与
し
た
Ｃ
Ｌ
Ｏ
マ
ネ
ジ
ャ
ー
（
Ｃ
Ｌ

Ｏ
組
成
者
）
等
が
告
示
の
定
量
基
準

と
同
等
の
信
用
リ
ス
ク
を
負
担
し
て

い
る
こ
と
が
確
認
で
き
る
場
合
に
は
、

Ｒ
Ｒ
規
制
の
趣
旨
に
照
ら
し
て
、
不

適
切
な
原
資
産
の
組
成
が
な
さ
れ
て

い
な
い
と
判
断
し
て
差
し
支
え
な
い

と
考
え
ら
れ
る
（
注
７
）。

　

ま
た
、
原
資
産
の
質
に
つ
き
、
深

度
あ
る
分
析
を
行
い
不
適
切
な
原
資

産
の
組
成
が
な
さ
れ
て
い
な
い
と
判

断
す
る
に
あ
た
っ
て
は
、
金
融
機
関

に
お
い
て
あ
ら
か
じ
め
投
資
基
準
を

設
定
の
う
え
、
信
用
リ
ス
ク
等
の
観

点
か
ら
、
原
資
産
の
質
に
つ
い
て
深

度
あ
る
分
析
を
行
う
こ
と
が
特
に
重

要
で
あ
る
。
こ
の
た
め
原
資
産
の
質

の
判
断
方
法
と
し
て
、
Ｃ
Ｌ
Ｏ
に
付

与
さ
れ
る
外
部
格
付
や
原
資
産
で
あ

る
ロ
ー
ン
の
市
場
価
格
、
短
期
間

（
特
に
好
況
期
）
の
パ
フ
ォ
ー
マ
ン

ス
の
み
を
も
っ
て
判
断
す
る
こ
と
は

不
十
分
で
あ
っ
て
、
こ
れ
ら
に
加
え

て
、
オ
リ
ジ
ネ
ー
タ
ー
に
よ
る
ロ
ー

ン
の
審
査
基
準
、
ロ
ー
ン
契
約
の
コ

ベ
ナ
ン
ツ
の
内
容
、
ロ
ー
ン
債
権
に

対
す
る
担
保
の
内
容
・
条
件
、
オ
リ

ジ
ネ
ー
タ
ー
や
サ
ー
ビ
サ
ー
等
に
お

け
る
債
権
回
収
の
能
力
等
に
つ
い
て

確
認
・
検
証
を
行
う
こ
と
が
求
め
ら

れ
る
。

　

か
か
る
確
認
・
検
証
に
お
い
て
、

金
融
機
関
自
身
が
原
資
産
た
る
個
別

の
ロ
ー
ン
債
権
に
つ
い
て
確
認
・
検

証
が
困
難
な
場
合
に
は
、
上
記
の
観

点
を
含
め
、
証
券
化
目
的
導
管
体
に

よ
る
ロ
ー
ン
債
権
の
取
得
・
入
替
え

の
基
準
と
し
て
客
観
的
か
つ
合
理
的

な
基
準
が
定
め
ら
れ
て
い
る
か
を
確

認
の
う
え
、
当
該
基
準
ど
お
り
に
裏

付
資
産
と
な
る
債
権
が
適
切
に
取
得

・
入
替
え
が
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
適

時
に
確
認
・
検
証
す
る
こ
と
が
求
め

ら
れ
る
。

　

そ
の
ほ
か
、
合
理
的
な
シ
ナ
リ
オ

・
期
間
を
前
提
と
し
た
ス
ト
レ
ス
テ

ス
ト
を
実
施
す
る
こ
と
等
に
よ
り
保

有
す
る
Ｃ
Ｌ
Ｏ
の
リ
ス
ク
分
析
を
行

〔図表２〕 ＲＲ規制の判定フロー

通常のＲＷを適用

通常の３倍の 
ＲＷを適用 

（※最大1250%）

オリジネーターが証券化商品の 
信用リスクの5%以上を 
保有していることを 
確認できるか？

証券化商品について 
「不適切な原資産の組成による 

ものではないこと」を 
確認できるか？

ＣＬＯを含むあらゆる 
証券化商品が対象

対象

判定１

判定２

YES

NO

NO

YES

26金融財政事情2019． 5．13



っ
て
お
く
こ
と
も
望
ま
し
い
対
応
と

考
え
ら
れ
る
。
な
お
、
Ｒ
Ｒ
規
制
に

つ
い
て
は
、
改
正
告
示
の
施
行
前
か

ら
保
有
を
継
続
し
て
い
る
証
券
化
エ

ク
ス
ポ
ー
ジ
ャ
ー
は
、
適
用
除
外
と

な
る
（
注
８
）。

Ｒ
Ｗ
の
計
算
手
法
の

見
直
し

　

Ｒ
Ｗ
の
計
算
手
法
の
見
直
し
は
、

基
本
的
に
は
バ
ー
ゼ
ル
Ⅲ
合
意
に
沿

っ
た
改
正
と
な
っ
て
い
る
。
す
な
わ

ち
、
Ｒ
Ｗ
の
主
な
計
算
手
法
に
つ
い

て
は
、
①
内
部
格
付
手
法
準
拠
方
式

（
Ｓ
Ｅ
Ｃ

－

Ｉ
Ｒ
Ｂ
Ａ
）、
②
外
部

格
付
準
拠
方
式
（
Ｓ
Ｅ
Ｃ

－

Ｅ
Ｒ
Ｂ

Ａ
）、
③
標
準
的
手
法
準
拠
方
式

（
Ｓ
Ｅ
Ｃ

－

Ｓ
Ａ
）
の
３
方
式
と
な

り
、
内
部
格
付
手
法
採
用
行
（
Ｉ
Ｒ

Ｂ
行
）
に
お
い
て
は
①
↓
②
↓
③
の

順
で
、
標
準
的
手
法
採
用
行
（
Ｓ
Ａ

行
）
に
お
い
て
は
②
↓
③
の
順
で
Ｒ

Ｗ
の
計
算
手
法
を
適
用
し
て
い
く
こ

と
に
な
る
（
図
表
３
）。

　

各
計
算
手
法
は
、
従
前
の
手
法
を

踏
ま
え
た
も
の
で
あ
る
が
、
よ
り
リ

ス
ク
感
応
度
が
高
い
か
た
ち
で
Ｒ
Ｗ

が
反
映
さ
れ
る
よ
う
に
見
直
し
を
行

っ
て
い
る
。
例
え
ば
、
Ｓ
Ｅ
Ｃ

－

Ｅ

Ｒ
Ｂ
Ａ
の
Ｒ
Ｗ
の
計
算
に
あ
た
っ
て

は
、
外
部
格
付
に
潜
在
的
な
将
来
の

信
用
力
低
下
が
反
映
さ
れ
て
い
な
い

こ
と
を
踏
ま
え
、
証
券
化
エ
ク
ス
ポ

ー
ジ
ャ
ー
の
残
存
期
間
に
応
じ
た
Ｒ

Ｗ
を
設
定
し
て
い
る
。
ま
た
、
い
わ

ゆ
る
メ
ザ
ニ
ン
や
エ
ク
イ
テ
ィ
部
分

の
保
有
に
あ
た
っ
て
は
、
同
じ
外
部

格
付
の
付
与
さ
れ
た
証
券
化
商
品
で

あ
っ
て
も
、
同
順
位
の
ト
ラ
ン
シ
ェ

の
厚
み
に
よ
っ
て
損
失
の
生
じ
る
度

合
い
が
異
な
る
こ
と
か
ら
、
ト
ラ
ン

シ
ェ
の
厚
み
を
Ｒ
Ｗ
の
計
算
上
考
慮

し
て
い
る
。

　

こ
の
よ
う
に
、
具
体
的
な
計
算
手

法
の
変
更
や
、
上
記
で
述
べ
た
Ｒ
Ｒ

規
制
や
後
述
す
る
Ｓ
Ｔ
Ｃ
要
件
の
確

認
等
の
必
要
性
に
基
づ
き
、
証
券
化

エ
ク
ス
ポ
ー
ジ
ャ
ー
の
Ｒ
Ｗ
の
算
出

の
た
め
に
必
要
と
な
る
情
報
等
も
多

く
な
る
と
考
え
ら
れ
る
た
め
、
相
応

の
デ
ュ
ー
・
デ
リ
ジ
ェ
ン
ス
態
勢
の

整
備
も
引
き
続
き
求
め
て
い
る
（
注

９
）。

　

な
お
、
本
改
正
に
あ
た
っ
て
は
、

国
内
基
準
行
を
対
象
と
し
て
適
用
日

か
ら
３
年
間
、
改
正
後
の
告
示
に
基

づ
き
算
出
す
る
エ
ク
ス
ポ
ー
ジ
ャ
ー

に
係
る
信
用
リ
ス
ク
ア
セ
ッ
ト
が
、

改
正
前
の
告
示
に
基
づ
き
算
出
す
る

そ
れ
を
上
回
る
場
合
、
上
回
る
部
分

に
対
し
て
特
定
の
率
を
乗
じ
た
も
の

を
改
正
前
の
告
示
に
基
づ
き
算
出
す

る
も
の
に
合
算
す
る
か
た
ち
で
、
信

用
リ
ス
ク
ア
セ
ッ
ト
を
算
出
す
る
こ

と
が
可
能
で
あ
る
（
注
10
）。

適
格
Ｓ
Ｔ
Ｃ
証
券
化

エ
ク
ス
ポ
ー
ジ
ャ
ー
要
件

　

適
格
Ｓ
Ｔ
Ｃ
証
券
化
エ
ク
ス
ポ
ー

ジ
ャ
ー
と
し
て
認
め
ら
れ
る
た
め
の

要
件
は
、
多
岐
に
わ
た
る
た
め
個
々

の
要
件
に
つ
い
て
の
説
明
は
割
愛
す

る
が
、「
原
資
産
の
特
性
が
同
質
で

あ
る
こ
と
」
な

ど
定
性
的
な
基

準
も
多
く
あ
る

（
注
11
）。

　

現
時
点
で
も
、

一
部
の
要
件
に

つ
い
て
は
本
邦

の
実
務
等
も
踏

ま
え
つ
つ
「
自

己
資
本
比
率
規

制
に
関
す
る
Ｑ

＆
Ａ
」
に
て
解

釈
の
明
確
化
を

行
っ
て
い
る
が
、

施
行
後
の
運
用

状
況
や
諸
外
国

の
実
施
状
況
も

踏
ま
え
な
が
ら
、
必
要
に
応
じ
て
Ｑ

＆
Ａ
の
改
訂
を
行
う
こ
と
等
に
よ
り

要
件
該
当
性
の
明
確
化
を
図
っ
て
い

く
こ
と
が
想
定
さ
れ
る
。

　

な
お
、
Ｓ
Ｔ
Ｃ
要
件
の
該
当
性
に

つ
い
て
は
証
券
化
商
品
ご
と
に
検
討

す
る
必
要
が
あ
る
が
、
オ
リ
ジ
ネ
ー

タ
ー
に
よ
る
証
券
化
商
品
の
リ
ス
ク

保
有
も
要
件
の
一
つ
と
さ
れ
て
い
る

こ
と
か
ら
、
例
え
ば
、
上
記
で
述
べ

た
よ
う
な
、
Ｒ
Ｒ
規
制
の
定
量
基
準

を
満
た
さ
な
い
よ
う
な
Ｃ
Ｌ
Ｏ
に
つ

い
て
は
、
適
格
Ｓ
Ｔ
Ｃ
証
券
化
エ
ク

〔図表３〕 ＲＷ計算手法の判定優先度

ＲＷ計算手法および判定優先度 ＲＷ計算手法の採用可能先

内部格付
手法
採用行

（ＩＲＢ行） 標準的手法
採用行
（ＳＡ行）

ヒエラルキーによる判定

①内部格付手法準拠方式
（SEC-IRBA）

②外部格付準拠方式
（SEC-ERBA）

③標準的手法準拠方式
（SEC-SA）

適用が
不可能な場合

適用が
不可能な場合
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ス
ポ
ー
ジ
ャ
ー
と
し
て
扱
う
こ
と
は

難
し
い
と
考
え
ら
れ
る
。

（
本
稿
に
お
い
て
意
見
に
わ
た
る
部
分
は
、

筆
者
ら
の
個
人
的
見
解
で
あ
る
）

（
注
） １　

本
稿
中
、「
告
示
」
と
は
改
正

後
の
平
成
18
年
金
融
庁
告
示
第
19
号

「
銀
行
法
第
十
四
条
の
二
の
規
定
に

基
づ
き
、
銀
行
が
そ
の
保
有
す
る
資

産
等
に
照
ら
し
自
己
資
本
の
充
実
の

状
況
が
適
当
で
あ
る
か
ど
う
か
を
判

断
す
る
た
め
の
基
準
」
を
指
す
。
銀

行
の
ほ
か
、
銀
行
持
株
会
社
、
最
終

指
定
親
会
社
、
農
林
中
央
金
庫
、
商

工
組
合
中
央
金
庫
、
信
用
金
庫
、
信

用
協
同
組
合
、
労
働
金
庫
、
農
業
協

同
組
合
、
漁
業
協
同
組
合
等
に
つ
い

て
も
、
適
用
の
あ
る
規
制
に
つ
い
て

同
様
の
改
正
が
行
わ
れ
て
い
る
。

２　

告
示
２
４
８
条
３
項

３　
「
簡
素
で
、
透
明
性
が
高
く
、

比
較
可
能
な
証
券
化
商
品
の
自
己

資
本
規
制
上
の
取
扱
い
」
を
い
う
。

４　

告
示
２
６
７
条
の
２

５　

直
接
ま
た
は
間
接
に
証
券
化

取
引
の
原
資
産
の
組
成
に
か
か
わ

っ
て
い
る
者
を
い
う
（
告
示
１
条

68
号
イ
）。

６　

例
え
ば
、
米
国
で
は
、
16
年

12
月
（
住
宅
ロ
ー
ン
に
つ
い
て
は

15
年
12
月
）
か
ら
Ｒ
Ｒ
規
制
が
適

用
さ
れ
て
い
る
が
、
同
国
に
て
発

行
さ
れ
るO

pen-M
arket-C

L
O

と

呼
ば
れ
る
商
品
は
、
Ｒ
Ｒ
規
制
の

対
象
と
な
る“securitiser”

に
該
当

す
る
者
が
い
な
い
と
し
て
、
Ｃ
Ｌ

Ｏ
マ
ネ
ジ
ャ
ー
に
は
リ
ス
ク
保
有

が
義
務
付
け
ら
れ
な
い
旨
が
訴
訟

に
お
い
て
確
認
さ
れ
て
い
る
。

７　
「
自
己
資
本
比
率
規
制
に
関
す

る
Ｑ
＆
Ａ
」
の
第
２
４
８
条

－
Ｑ

２
に
お
い
て
そ
の
例
を
示
し
て
い

る
。

８　

改
正
告
示
附
則
６
条

９　

告
示
２
４
８
条
１
項

10　

改
正
告
示
附
則
５
条

11　

告
示
２
６
７
条
の
２

し
ら
ね　

ひ
ろ
し

18
年
７
月
か
ら
現
職
（
森
・
濱
田
松

本
法
律
事
務
所
よ
り
出
向
、
銀
行
第

一
課
兼
務
）。

き
ら　

よ
し
や

15
年
１
月
か
ら
現
職
（
長
島
・
大
野

・
常
松
法
律
事
務
所
よ
り
出
向
）。

む
ら
か
み　

や
す
し

18
年
７
月
か
ら
現
職
（
有
限
責
任
監

査
法
人
ト
ー
マ
ツ
よ
り
出
向
）。

こ
ざ
わ　

よ
し
ゆ
き

金
融
機
関
を
経
て
、
09
年
4
月
入

庁
。
17
年
７
月
か
ら
現
職
。

　

総
括
的
に
い
え
ば
本
書
は
、
先
入

観
・
決
め
つ
け
に
終
始
し
が
ち
な
官

庁
批
判
の
類
書
と
は
一
線
を
画
し
、

地
道
か
つ
公
正
中
立
な
取
材
結
果
を

集
約
し
た
も
の
で
資
料
的
価
値
も
高

く
、
期
待
ゆ
え
に
厳
し
く
叱
責
す
る

財
務
省
激
励
の
書
だ
と
言
え
よ
う
。

　

全
編
で
一
番
熱
の
こ
も
っ
た
プ
ロ

ロ
ー
グ
「
不
世
出
の
官
僚
」
の
故
香

川
俊
介
氏
に
対
す
る
心
あ
ふ
れ
る
追

悼
に
は
、
故
人
を
よ
く
知
る
先
輩
の

一
人
と
し
て
深
い
共
感
を
禁
じ
え
な

い
。
こ
れ
に
続
く
第
１
章
「
最
強
の

失
墜
」
か
ら
第
４
章
「
人
材
生
か
せ

る
か
」
ま
で
と
最
後
の
２
章
は
、

「
政
と
官
」
そ
の
ほ
か
現
在
生
々
し

い
テ
ー
マ
に
関
わ
る
実
名
記
事
な
の

で
論
評
は
差
し
控
え
る
。

　

第
５
章
「
歳
出
要
求
の
マ
グ
マ
」

か
ら
第
10
章
ま
で
の
各
章
を
通
じ
て

見
る
と
、
執
筆
陣
の
、
財
政
の
現
状

を
憂
い
、
子
孫
に
ツ
ケ
を
残
し
て
は

な
ら
な
い
と
の
危
機
意
識
が
、
そ
れ

ぞ
れ
の
場
面
で
の
各
ア
ク
タ
ー
の
言

動
紹
介
の
行
間
に
滲に

じ

み
出
て
い
る
。

評
者
な
り
の
切
り
口
で
整
理
す
る
と

今
日
の
財
政
の
惨
状
を
招
い
た
要
因

は
、「
ニ
ク
ソ
ン
シ
ョ
ッ
ク
の
ト
ラ

ウ
マ
の
円
高
恐
怖
症
」「
歳
出
膨
張
、

増
税
反
対
の
四
面
楚
歌
の
中
で
の
窮

余
の
一
策
・
悪
知
恵
の
数
々
」「
警

告
を
発
し
な
く
な
っ
た
市
場
」
の
三

つ
で
あ
る
。
な
お
、
消
費
税
は
税
制

の
あ
る
べ
き
姿
か
ら
必
要
な
も
の
で

算
盤
勘
定
で
評
価
す
べ
き
で
は
毛
頭

な
い
が
、
平
成
元
年
の
導
入
時
に
平

年
度
２
・
４
兆
円
の
ネ
ッ
ト
減
税
に

な
っ
て
以
来
、
思
い
の
ほ
か
高
く
つ

い
て
い
る
と
の
感
は
否
め
な
い
。

　

最
後
に
、
巷
間
、「
国
が
破
産
す

る
こ
と
は
な
い
」
と
い
う
暴
論
が
あ

る
が
、
言
葉
の
問
題
は
と
も
か
く
国

が
借
り
ら
れ
な
く
な
る
こ
と
は
、
古

今
東
西
い
く
ら
で
も
実
例
が
あ
る
。

将
来
そ
う
な
っ
て
最
初
に
困
る
の
は
、

過
去
の
借
金
の
元
利
払
い
が
で
き
ず

デ
フ
ォ
ル
ト
状
態
に
な
る
こ
と
で
あ

る
。
本
書
１
５
２
ペ
ー
ジ
の
取
材
の

折
、
評
者
は
、
年
間
１
０
０
兆
円
超

の
借
換
債
を
出
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
現
状
は
「
板
子
一
枚
下
は
地
獄
」

だ
と
強
調
し
た
が
、
こ
れ
が
紹
介
さ

れ
て
い
な
い
の
は
や
や
残
念
。
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